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議会運営委員会 

 

令和５年９月２２日（金曜日）午後２時００分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 中 里 康 寛 副 委 員 長 鈴 木 伸 彦 

委 員 森 本 彰 伸 委 員 益 子 丈 弘 

委 員 星   宏 子 委 員 平 山   武 

委 員 相 馬   剛 委 員 中 村 芳 隆 

 

欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 山 形 紀 弘 副 議 長 眞 壁 俊 郎 

 

説明のための出席者（なし） 

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 髙 久   修 議 事 課 長 相 馬 和 男 

議事課長補佐
兼庶務係長 

小 髙 久 美 議事調査係長 長 岡 栄 治 

主 査 
（係長級） 

室 井 理 恵   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

  ３．協議事項 

   ⑴令和６年度以降の会派代表質問の検討について 

   ⑵大型ディスプレイの議場における影響について 

   ⑶本会議における議員間討議について 

   ⑷取組実行計画のアンケート結果について 

   ⑸答弁者の指名の再検討について 

   ⑹１２月定例会議の議事日程について 

   ⑺委員会審査の場所の検討について 
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   ⑻その他 

  ４．その他 

    次回開催 １０月１９日（木）庁舎建設検討特別委員会後（午後１時以降の予定） 

  ５．閉 会 
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開会 午後 ２時００分 

 

◎開会の宣告 

○中里委員長 皆さん、こんにちは。 

  ９月定例会議の最終日ということで、大変皆

さん、本会議終了後ということで、大変お疲れ

の中、議会運営委員会に御参集賜りまして、誠

にありがとうございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎挨拶 

○中里委員長 本日の協議事項７つほどございま

して、全て議会案件でございますけれども、滞

りなく進めていきたいというふうに思いますの

で、御協力くださいますようよろしくお願いい

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○中里委員長 それでは、早速、３の協議事項の

ほうに入りたいと思います。 

  まず、⑴令和６年度以降の会派代表質問の検

討についてということでございます。 

  こちら、最初に事務局より説明をお願いいた

します。 

  係長。 

○長岡議事調査係長 すみません、それでは資料

のほう配信をさせていただきました。 

  

〔「いいですか」と言う人あり〕 

○長岡議事調査係長 すみません。 

  前回、令和６年の３月ですね。令和６年３月

についての会派代表質問のほうをまず御決定い

ただきまして、ありがとうございました。 

  それ以降の会派代表質問についての検討とい

うことでございます。 

  ですので、最初、まず皆さんと現状の部分と

課題、そういったところをまず共有させていた

だいて、じゃ本来の在り方、令和６年以降の、

具体的に言えば、令和７年３月予定されるとし

て、会派代表が５人出てくる。そこが出た場合

のどういうふうにしていくかといったところの

御議論をいただければと思っております。 

  資料の一番上ですね、まず１、２、３行、こ

ちらを、これまでもあったかと思うんですけれ

ども、まず課題として、ここがまず対応が必要

だよねといったのを列挙しております。 

  まずは、４会派から５会派に増えております

よ。それへの対応が必要です。 

  そして、２番目に、会派代表質問の２番目の

方がお昼を挟んで質問時間が分かれるといった

ところ。 

  そして、３番目に、休憩時間をですね、この

下の、１つ下の過去の休憩時間．こちら、ちょ

っと御覧いただければと思うんですけれども、

令和元年６月から令和元年12月までは、休憩時

間のほうを10分としてございました。令和２年

の３月から、コロナの対策ということで、休憩

時間のほうを15分に延長をしてございます。そ

れ以降、今、15分ということでやっております

ので、これをどうするのか、戻さないのか、そ

ういったところの御議論をいただければよろし

いかなと思います。 

  参考までに、ちょっと事務局のほうで聞いて

いるお話の中では、10分がいいんじゃないかと

いうお声もございますし、あとは、ある女性議

員の方からは、やっぱりトイレ、女性のトイレ

って今、１つしかない。多目的トイレも含めて
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２つしかない中で、やはり10分だとちょっと時

間的にはきついなというふうなお話を受けてい

るとかは、一応参考までで、受けているという

のが直近にございます。 

  そして、４番、中継視聴者数、これまでもち

ょっと議運のほうでも御議論あったと思うんで

すけれども、一応一番新しい数字というところ

で、こっちのほうをちょっと参考に出させてい

ただきました。それを考慮していくのかどうか

といったところになります。 

  真ん中の左側の図、御覧いただければと思い

ます。 

  まず、こちら、令和５年３月の中継動画です。

委員会をインターネットで配信して、リアルタ

イムで見ている、中継を見ている方の数になり

ます。 

  そして、青い線のほう、会派のほうを御覧い

ただければと思います。 

  まず、10時ですね。10時の時点で会派のほう、

おおむね48人ぐらいです。50人ぐらいですね、

がまず見ていらっしゃいます。そして、12時に

かけて下がっていき、そして、また１時に大体

30人弱という人数がありまして、またちょっと

３時にはちょっと上がっているというふうな、

大体10時に50人、そしてそれ以降については、

大体30人ぐらいというような状況かと思われま

す。 

  そして、議会の質問のほう、もちろんリアル

で見ている方も中継で見ている方もいらっしゃ

るんですけれども、後から記録の動画として見

ていらっしゃる方もいるかと思われます。それ

がこの右側の図になります。棒グラフになりま

す。 

  録画を見ている方がオレンジの線になりまし

て、中継で見ている方が青い線ということで、

12時の時点で中継を見ていらっしゃる方は48人、

その同じ時間にやっている会派のコンテンツを

見た、記録動画として後から見た人ですね。そ

れが同じ48人という状況になります。 

  以降、それぞれの時間ごとに、ほとんど大体

中継で見ていらっしゃる方と後で記録の動画と

して見ていらっしゃる方というのはほぼ同数、

そのような状況となってございます。 

  あとは前提ということで、その下として、会

期の決定、こちら会議規則にございますように、

会期は毎会期の初めに議会の議決で定めるとい

うことで、市議会のほうで日程については決め

ているということです。 

  あと、議会のおおむねの三役ですとか議長の

スケジュール、そういったところをおおむね決

めるスケジュールに当たっては、年の初めに、

１月、２月にかけて翌年のスケジュールを決定

しているというようなちょっと状況がございま

す。 

  ちょっとここを踏まえていただきまして、次

のページ、ちょっと御覧いただければと思いま

す。 

  一番上の論点というところです。 

  先ほどの休憩時間10分とするか、それとも15

分とするか。 

  また、この開始時間の繰上げを行うか。ここ

は２番目の質問の方のお昼またぎをなくすかど

うかというところになります。 

  ５会派、次の点ですね。５会派実施の場合、

１日に５会派やるか、それとも２日に分けるの

か。 

  そして、３月が５会派やるということにはな

りますけれども、それ以外の定例会においても、

じゃ繰り上げた時間で行うかどうかといったと

ころ。 
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  そして、議場コンサート、６月、12月につい

ては議場コンサートもありますので、今のとこ

ろ会派代表質問の前にコンサートを行っている

状況ですので、それを例えば時間を早めた場合

には、動かすのかどうかといったところの御議

論が必要かと思っております。 

  この議論の期限としましては、先ほどのスケ

ジュールのお話で、今年、年内に方向性を決め

られれば、来年度のスケジュールに反映ができ

るというようなことで、今年中には結論のほう

を出せるような考えでございます。 

  参考までに、前回議運で決定いただきました

令和６年３月については、休憩時間15分として、

午後の開始を５分だけ早めた。そして、終わり

は５時までに終わるといったスケジュールで実

施のほうをさせていただくことに決定がなって

おります。 

  以上、参考に載せてあります。 

  次のページです。 

  １日に５会派やった場合の時間として、休憩

15分の場合、10分の場合、一応記載のほうをさ

せていただいています。これも、前回に言った

ものと変わらないので。 

  その下の試算２ですね。こちらは２番目の質

問時間のお昼またぎをなくしてやるためには、

こういった時間が可能かなという試算になりま

す。 

  そして、次のページ御覧いただければと思い

ます。 

  仮に、会派の代表質問を１日目を３人だけ、

そして残り２会派を次の２日目に行うとした場

合の試算となります。 

  この試算１のほうは、２番目の10時から開会

としておりますので、２番目の質問の方はお昼

またぎというふうな作りになっております。 

  そして、この試算の２ですね。下の段になり

ますけれども、こちらは９時半から始めたとす

ると、３人やった場合は、２時15分に１日目が

終了となります。そして、２日目には９時半か

ら始まり、12時５分、午前中には終わるという

ようなスケジュールになるかなと思います。 

  こちらの試算のほうですね、ちょっと参考に

いただきまして、先ほどの論点の部分、御議論

をいただければありがたいなと思っております。 

  説明は以上です。 

○中里委員長 説明ありがとうございました。 

  前回は、今年度末、つまり令和６年３月定例

会議までの代表質問については、皆さんから御

検討、御協議いただきまして、９時30分に繰り

上げて、17時には終了するというような形に決

めさせていただきました。 

  今回のこの協議でございますけれども、令和

６年度以降、つまり来年度、令和６年６月、あ

るいは５月、臨時会がある場合には５月ですね。

代表質問だから６月か。６月からの代表質問の

ことについて検討したいというふうな形で、今

日、協議にのせさせていただきました。 

  皆さんにまず御確認いただきたいところがご

ざいまして、資料のほうのまず最初ですね。会

派の代表質問の現状と課題というところで、①、

②、③、④と、こちら、前回も同じようなこと

が載っております。 

  正副のほうでも、現状では、今のところ課題

はこんなところかなというふうに認識しており

ますが、皆さんのほうでは、このほかに課題な

どは見つかるでしょうか。 

  もしこのほかに課題があれば、御意見のほう

をいただければと思いますが、現状、この辺で

はないのかなというふうに思いますが、いかが

でしょうか。 
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〔発言する人なし〕 

○中里委員長 どうでしょう。大体こんなところ

が課題かなと思っております。 

  中継のほう、録画配信の視聴者というところ

で、いろいろグラフがちょっと出ておりますけ

れども、有権者が那須塩原市９万…… 

〔「９万5,000」と言う人あり〕 

○中里委員長 ９万ぐらい。９万5,000ですね。有

権者が９万5,000に対しまして、録画中継の視聴

者が大体50人未満と。20人から50人未満という

ところで推移しております。そういったところ

も含めながら、令和６年度以降の会派代表質問

の時間割、日程について、ちょっと御議論いた

だければというふうに思います。 

  次のページのほうに行っていただきまして、

先ほど係長のほうから御説明がございましたけ

れども、論点というところで、やはり休憩を、

改めてですね、休憩を10分とするのか、15分と

するのか、こちらも皆さんに御意見いただけれ

ばというふうに思います。 

  開始時間のほうですね。こちらも、令和６年

３月定例会議と同様に、開始時間を繰上げとす

るのかどうなのかというところ。 

  それから、３つ目、５会派実施の場合、１日

５人とするのか、あるいは２日に分けて、３会

派、２会派と、こういうふうに分けてやるのか

どうか。 

  続きまして、休憩時間、開始時間等を変更し

た場合、会派代表質問を全て変更後の時間で行

うかというところですね。 

  また、議場コンサート、こちらについても、

いつ実施するのかというところが大体の論点で

もあり、今のところ、現状の論点ではないかな

というふうに考えております。 

  令和６年６月からの運用という形を取りたい

というふうに思っておりまして、議会スケジュ

ールの調整が、令和６年の１月から２月には事

務方と議会のほうでスケジュールをある程度ス

ケジューリングがされるため、今年中に結論を

出すというふうな形を取りたいというふうに思

っております。 

  課題は、皆さんに先ほど４つ確認をいただい

たというところで、ちょっと論点のほうで、じ

ゃ改めてちょっと皆さんに御意見いただきたい

というふうに思います。 

  休憩時間を10分とするか、15分とするか、皆

さんからちょっと御意見いただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

  益子委員。 

○益子委員 今、論点のところでなんですが、係

長、また委員長のほうから説明ありましたとお

り、休憩時間ということで、喫煙される方、ま

た女性のトイレの対応ですとか、これは議員に

限らず、傍聴者の方ももちろんなんですが、今、

実際、喫煙される方は、庁内で吸えないので、

喫煙所まで移動される方いらっしゃると思うん

です。その際に、やはり天候が悪かったりとか、

慌てて来てしまう部分なんかもあるので、でし

たらば、ゆっくり対応ができるような方向で、

10分ではなくて、15分というような対応がよろ

しいのではないかと思います。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  ただいま益子委員から、休憩時間については、

15分とするほうがよいではないかというふうな

意見が出ましたけれども、皆さんいかがでしょ

うか。 

〔「いいと思います」と言う人あり〕 

○中里委員長 大丈夫ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、休憩時間については、15分
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という形でスケジューリングさせていただいて

よろしいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、このような形で議論を進め

ていきたいというふうに思います。 

  開始時間についてはいかがでしょうか。 

  令和６年３月定例会議については、30分開始

時間を繰り上げて、９時30分からの始まりとい

うことでなりましたけれども、令和６年度以降

のことについても、合わせて９時30分開始とす

るのか、今までどおり10時開始とするのか、こ

ちらについては皆さんいかがでしょうか。 

〔「１つ聞いていいですか」と言う人あ

り〕 

○中里委員長 はい、どうぞ。 

○森本委員 これは、この日だけって、代表質問

の日だけっていうことですよね。ふだんは10時

で、この日だけは９時半にするっていうことで

すよね。 

○中里委員長 あくまで代表質問の…… 

○森本委員 その日だけですよね。 

○中里委員長 はい。 

  星委員、どうぞ。 

○星委員 論点の部分の２番目の開始時間の繰上

げをするかどうかという点なんですが、今、森

本委員からもありましたとおり、代表質問に至

っては、５会派が実際１日にされるという可能

性もあるという中で、そういった中で、15分の

対応をされる。 

  また、ほかに議長、市長等スケジュールを押

さえるに当たっても、やはりなかなか１日で、

この後にも続く部分になるかもしれないんです

が、１日に押さえるのか、２日に押さえるのか

という点も今後ありますし、そういった点でい

きますと、やはり開始時間を30分繰上げをして、

９時半からスタートして、そうしたところで、

今度の令和６年の３月定例会の代表質問のスケ

ジュールということで決定を見ておりますが、

そのような方向で、９時半スタートからやって

いただければ、スムーズに、スケジュールなど

も考えますと、実施されるのではないかと思い

ますので、そのような方向で繰上げをしてはど

うかと思います。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  益子委員からの御意見のとおり、５会派実施

の場合ということで、１日５人とするのか、あ

るいは２日かけて３人、２人と分けるか、こう

いったところも併せて議論、協議しなければな

らないのかなというところでございます。 

  益子委員からは、令和６年３月定例会議と同

様の形でやったらいいのではないかという御意

見でありますけれども、そのほか皆さんから何

か御意見ございますか。 

  森本委員、どうぞ。 

○森本委員 じゃ、これもまた確認なんですけれ

ども、５人の場合ということなんですけれども、

５人じゃなかった場合には、今までどおりの形

でやるということですか。それとも、もう１回

これで決まったら、例えば４人だったとしても、

９時半から始まるということなんでしょうか。 

○中里委員長 係長。 

○長岡議事調査課長 今現在、中継のポスターで

皆さんにあらかじめお知らせをしております。

ですので、４人だった場合でも、この時間割と

いうのは同じ形でやらないと、やはり動画を見

る方のお時間が、今回は10時だ、今後は９時半

だといったところ、やっぱりちょっと分かりに

くくなってしまうのかな。 

  そう考えますと、やはり一度決めた時間につ

いては、これでやると。会派代表についてはこ
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の時間割でやるというふうな決め方になるので

はないかと想定しております。 

○中里委員長 星委員、何か。 

○星委員 同じ質問だったんです。 

○中里委員長 ああ、そうですか。 

○星委員 だから、例えばこれが１人だったとし

ても、９時半ということでいい。 

○中里委員長 そうですね。 

〔「３月ですよね」「そうですね」「３

月は、会派代表質問は３月ともう一回。

この３月が問題だという」「今、３月

だけの話。じゃないですか」「違いま

す」と言う人あり〕 

○中里委員長 令和６年３月は、この前、前回御

議論いただいたとおり、９時30分に繰り上げて、

17時に終わる、このスケジュールでやります。 

  今議論しているのは、令和６年度以降。 

〔発言する人あり〕 

○中里委員長 そうです。令和６年６月からの運

用についての議論です。 

  今、益子委員からは、令和６年３月のスケジ

ュールと同じような形で令和６年６月もやった

らいいのではないかという。 

〔発言する人あり〕 

○中里委員長 何か皆さん、そのほか御意見ござ

いますか。 

  中村委員。 

○中村委員 益子委員が言われましたように、６

月以降もこの方法でいいと私は思っております。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  皆さんに御意見伺いました。 

  令和６年３月定例会議と同様に、令和６年度

以降も30分繰り上げて９時30分から、そして17

時に終わるような、休憩時間も15分というふう

な形で運用していったらいいのではないかとい

う意見がありましたけれども、皆さん、このよ

うな形で令和６年度以降運用するような形でよ

ろしいでしょうか。いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  では、令和６年度以降の会派代表質問につい

ては、このようなスケジューリングでやらせて

いただきたいと思います。 

  あわせて、議場コンサート、こちらが30分繰

上げとなると、もっと30分繰り上げなければな

らないのかなといったところになってきます。 

  そうした場合に、６月、12月の今までどおり

に実施する形のほうがいいのかどうなのか、そ

の辺についても、ちょっと皆さんに御意見いた

だきたいんですけれども。 

  益子委員、どうぞ。 

○益子委員 私は、やはり議場コンサートのほう

も、今御決定いただいたとおり、この休憩時間

15分で改良版ということで、令和６年３月定例

会、こちらをするような方向で、今後もですね、

６年度以降のスケジュールということで、この

ような方向で決定を今見ましたが、その際にも、

30分繰上げなんですが、実際、現在の議会コン

サートにおいても、恐らく９時からスタートと

いうことになっていると思うんですが、それで

やる方向でいれば、６月、12月、いずれにして

も、参加される、コンサートに出られる演者の

方なんかのスケジュールなんかも踏まえて、場

合によっては、それ以降の可能性もあるもんで

すけれども、いずれにしても、そのような方向

でいれば、９時からの議会コンサートというの

が対応が可能ではないかと思いますので、その

ような方向で決定を見てはいかがかと思います

ので、よろしくお願いします。 

○中里委員長 ありがとうございます。 
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  今までどおり、６月、12月に議場コンサート

を実施するという形でいいのではないかという

意見がございましたけれども、皆さんいかがで

しょうか。 

  よろしいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 相馬委員、どうぞ。 

○相馬委員 場合によっては、会派代表質問はも

う必ず９時半からスタートするということであ

れば、その次の日の一般質問の初日の今までど

おり９時半からという方向でも、これまで会派

代表質問なければ、市政一般質問の前に議場コ

ンサートをやっていましたんで、そういう方法

もあるんではないかなというふうには思います。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  相馬委員の御意見、貴重でございました。 

  実は、今回、会派代表質問の質問時間の検討

についてということで協議させていただいてお

ります。 

  次回以降、実は一般質問のほうも、市政一般

質問のほうも、ちょっと30分繰り上げるか、こ

ういった１日５人まで、今現在は、一般質問４

日間で16人というふうに設定しておりますけれ

ども、最大20人ぐらいまで可能とするような形

を取るのかどうなのかというところも、今後ち

ょっと議論をしていかなければならないなとい

うところで考えております。 

  そういったところも考慮しながら、議場コン

サートもどういうところにはめ込んだらいいの

かというのは重要な議論だというふうに思いま

すので、今後協議していきたいというふうに思

っておりますので、そこも含めた部分で考えて

いきたいなというふうに思っております。 

  じゃ、まずは市政一般質問の本会議の時間に

ついても、ちょっと次回以降、議論していきた

いというふうに思いますので、議場コンサート

については、まずは今までどおり実施するとい

う形で取らせていただいてもよろしいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 その中で、どういうふうな形で、

代表質問の日に行うのか、あるいは一般質問の

日に行うのか、どういった形でどういうところ

にスケジューリングしてやるのかということに

関しては、一般質問の議論も含めながら、次回

以降、皆さんと協議していきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いしたいというふ

うに思います。 

  それでは、協議事項の⑴については閉じたい

と思いますが、よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  では、続きまして、⑵の大型ディスプレーの

議場における影響について、こちらについてを

議題といたします。 

  まずは、じゃ係長、お願いいたします。 

○長岡議事調査係長 大型ディスプレーのほうで

すね、議場に実際に置いて、その影響ってどう

なのかというのをやはりちょっと皆さんで御確

認いただいたほうがいいのかなと思いまして、

議場に用意しましたので、皆様でちょっとこれ

から議場のほう移動いただきまして、ちょっと

見ていただければと思うんですけれども、その

中で御意見をいただければと思います。 

  以上です。 

○中里委員長 じゃ、暫時休憩したほうがいいで

すかね。 

○長岡議事調査係長 そうですね。 

○中里委員長 じゃ、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時２６分 
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再開 午後 ２時４０分 

 

○中里委員長 それでは、休憩前に続いて会議を

再開いたします。 

  先ほど皆さんに議場のほうに御移動いただき

まして、大型ディスプレーの影響について、ち

ょっと確認をいただきました。 

  事前に活性化委員会のほうから諮問を受けま

して、その活性化委員会から報告のほうを受け

ております。そういったことを踏まえた上で、

現地で皆さんに影響について確認をしていただ

きました。 

  今日、議場における影響についてということ

ですので、今日、大型ディスプレーを入れるか

入れないかということは結論づけるわけではあ

りませんが、皆さんからですね、ちょっと実際

に置いてみて、ちょっと皆さんから忌憚のない

御意見いただきたいというふうに思いますが、

皆さん何か気づいた点、あるいはこういう場合

だったら導入できるんではないか。こういう場

合、やはりこういうのは無理なんじゃないかと

か、こういったことを改めて皆さんと共有した

いと思いますので、委員それぞれから御意見を

いただきたいというふうに思います。 

  中村委員、どうぞ。 

○中村委員 55インチという大型なのは分かりま

すが、執行部のほうの後ろの席に行っても、字

は小さくしか見えない。それと、一部の角、角

の人は、まずあのもの自体が見えないというも

のも感じられますし、また裏の方に回ってみま

すと、裏から議員の何人目かは隠れてしまうと

か、いろいろなものを考えまして、質問のため

にお使いをするということであのディスプレー

をお使いになろうという考えであれば、操作の

ときにも時間がかかりそうだし、サブをつけて

も、相方と連携がうまくいかない、どうのこう

のというのも出てくるでしょうし、やはり議場

での質問というのは、やはり議論のやり取りを

中心としたパターンでいくと思いますんで、ち

ょっと盛り上がりにも欠けてきそうなものも出

てくる可能性もありますんで、あれを使って、

いい方向性の効果が出るというよりも、若干、

今の段階ではですよ、マイナスの面も出てきそ

うなもんですから、使っていかがなもんかとい

う、私なりにそういう印象を受けましたんで、

無理して、皆さん質問しながら、一生懸命あれ

操作をしながらですよ、どこまで進んだなんて

一生懸命見ている間に、やっぱり５分、10分過

ぎてしまうと。質問時間を60分じゃ足りんから、

70分、80分にしてくれというような意見が出か

ねないもんですから、やはり議論の場として集

中している一般の方の質問のほうが私はいいん

じゃないかという認識を私は持ちました。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  益子委員、いかがでしょうか。 

○益子委員 私も中村委員と同じ部分あるんです

が、せっかく予算をつけて導入したということ

ありますし、そういうことであれば、今後いろ

いろ、中村委員おっしゃるように、課題は見え

てきた部分あります。そういった中で、早急に

導入するというのではなくて、時間をかけて、

もうちょっと検証しながら、どのような方向で

使えるかと。しかしながら、やはりせっかく予

算を取って導入して、場合によっては、それを

使いこなす委員さんもいらっしゃるでしょうし、

そういった可能性を排除するものでもないので、

今後に検証と研究を重ねながら、どうやって実

用性を見いだしていくかというのもちょっと考

えながら進んでいってはいかがかなと私は思い
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ます。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  森本委員、いかがでしょうか。 

○森本委員 見た感じ、大変見やすいかなってい

うふうに思いました。 

  一般質問のときに、データとかを示したりと

か、図を示したりとか、そういうときにだった

ら大変有効かなと思いました。 

  今まで、ボードにわざわざ作って、大きく印

刷して、こうやって見せていた議員とかがたく

さんいるんで、それよりははるかに見やすいし、

時間もかからないし、操作も簡単だと思います。 

  紙を持ってきて、前に出して、ほかの議員に

持ってもらったりとかってやった人がいたんで、

じゃどっちが時間がかかるかといったら、ケー

ブルつないでいて、自分でワンクリックで動か

すことも可能なんで、あれに時間かかるという

ふうにはちょっと考えられないんで、あっちの

ほうのがずっと見やすいと思うんで、もう早急

に運用してもいいんじゃないのかな。一般質問

とかでも使ってもいいんじゃないかなというふ

うに私は思います。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  相馬委員、いかがでしょうか。 

○相馬委員 私も、森本委員と同意見です。 

  目的がそういうことで、資料をきちんと提示

したいということで、それをするんであれば、

効率よくということで、大型ディスプレーを導

入している経緯があるので、一般質問等で使え

るように設定していただいたほうがいいかなと

思っております。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  平山委員、いかがでしょうか。 

○平山委員 私も、機械に疎いからじゃないです

けれども。あれを見て、誰が見るんですか、あ

れを。例えば、技術的に大変なんでしょうけれ

ども、タブレットにその時間送っておいてくれ

るとか、そういうシステムになっていれば、そ

して一般の見ている方は、あの横に出たモニタ

ーが出るんですよね。同じように場内でそれを

すれば、みんな見られるんじゃないですか。 

  例えば、ディスプレーをあそこに置くと、執

行部だけしか見られない。一部の人は見られな

いっていうことになるよね、示すのに。 

〔「いや、画面があるんで見えます」と

言う人あり〕 

○平山委員 あの画面が。向こう向いてるじゃん。 

〔「カメラで撮れるんで」「事務局から

向けているカメラ、あれが両脇と後ろ

の傍聴席のカメラに映るんで、見えま

す」と言う人あり〕 

○平山委員 見えるんだ。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○平山委員 タブレットに送ってくるのね、それ。 

〔「いや、タブレットに送らなくても、

タブレットで中継見れば見えますけれ

ども、中継じゃ見なくても、議場にデ

ィスプレーが３つありますよね、今現

状。あそこに事務局がカメラを向ける

んで」と言う人あり〕 

○平山委員 ちょっと御意見いただいて、こんな

ことでいろいろな問題があるんで、私も中村議

員と慌てて入れずに、支障が出るからいけない

よと。その辺を十分に考えてやったほうがいい

じゃないかなと。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  星委員はいかがでしょうか。 

○星委員 私は入れてもいいんじゃないかなって

思います。というのは、さっき森本委員がおっ

しゃられたように、私も時々必要に応じて作っ
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て送るんですけれども、作って貼り出すんです

けれども、あれ、ポスターサイズに結構ね、作

って、一生懸命切って、貼っ付けて、準備する

のが結構大変は大変なんですよ。だけれども、

クリック１つであそこの大画面にぽんって出て

くれるなら、もうそこに対する労力は少なくて

済むなと思ったのと、あと問題なのは、多分傍

聴席に座ったときに、あの画面が大きいから、

執行部の席は見えなくなっちゃうんですよ。教

育長とかが、例えば置き場所によってなんです

けれども、市長とかが顔が見られなくなっちゃ

うのかなという気はしますけれども、でも後ろ

にそのモニターがちゃんと設置されていますの

で、そこで見られるよというところがよく分か

れば、傍聴者の方が、「あれっ、画面は」と言

ったときに、あそこに画面あるから、それを見

ればいいよというのが分かれば、別に全然いい

だけの話で、大きくて邪魔であれば、さっき出

がけにね、出入口のときにモニターを置いたじ

ゃないですか。あれ、結構大きいし、明るいか

ら、例えば細かい字までは読むことはできなく

ても、執行部側としては、こんなちっちゃい、

せいぜいやっぱりボードとして作るのって、ポ

スターサイズだから、こんなもんじゃないです

か。それをこうやって見るよりかは、あの画面

で映したほうが、端っこに座った側、市長が座

っている側のほうの執行部側席っていうんでし

ょうかね、も見られる。どの方向からも見られ

るのは、あの出入口なのかなという気はしまし

た。 

  置き場所に関しては、どういうふうに設置す

るか、これから検討すればいいのかなと思うん

ですが、導入するの、もうせっかく用意したの

は、もう全然いいのではないかなと思います。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  最後に、じゃ鈴木副委員長、いかがなもんで

しょうか。 

○鈴木副委員長 一番最初に感じるのは、議場で

一般質問、代表質問する、質問するというのは、

執行部に対する質問なので、まず誰に見せたい

かっていうのは執行部ですよね。だから、執行

部に見せたいのに効果があるのかどうかという

ことが一番だと思うんです。 

  そのほかに、あそこは質問者と執行部だけじ

ゃなくて、ほかの議員もいますし、場合によっ

ては、傍聴者ってそんなにいないんですけれど

も、来ることもある。それから、インターネッ

トで見る人も、さっきの話だと、多いときは50

人ぐらいという、日に50人ぐらいなんですよね。

その人たちが見ているわけですよね。 

  一番大事なのは、あそこで議論、質問なので、

ということを考えたときに、目のいい人なんか

は見える。ある程度見えるんでしょうけれども、

自分なんかは、今日も採決するときに、誰が賛

成か反対かって、ドアの脇だと、実際はもう名

前も読めないので、あれが見えるよっていう前

提で話をされると、ちょっとつらいかなってい

う気がするんで、だから執行部の職員の人はま

だ60前なんで、よく見えていて、執行部の人に

逆に今思ったのは、あそこで誰か代表に来ても

らって見ていて、ああ、これ、答弁するのに、

あれがあったほうが便利だと、ああ、これはい

いねっていうのがまず一番じゃないかと思うん

ですよ。執行部側の意見。執行部側が、それ、

あってもなくても変わらないよって言うんであ

れば、あまり質問者のやっているよという雰囲

気は酌み取れるんですけれども、本当の意味で

の活用になるかどうかというのは、ちょっと疑

問があるので、そこが大事というのと、それか

らもうちょっと検討したほうがいいんじゃない
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かというのと、例えばあそこの最初に質問席の

脇に置いた場合、例えば私が星さんの席に座っ

ていたら、佐藤さんの席に座っていたら、やめ

てほしいと思いますよ。ほかの人はちゃんと前

が見るのに、自分の前だけ目隠しされたような

環境で、それ、平等じゃないんじゃないのって

いう印象を受けるので、それもちょっと、だか

ら１の話のとおりなんですけれども、ドアの脇

に持っていくか、質問者の席に少し下げてね、

それでも執行部が見えるんだったら、そういう

置き方ができるんであれば、使ってもいいかな

っていうのが２つかな。 

  あとは、それがわかっていて、あの画面でど

ういうふうに、テレビカメラで映るかなという

のは、使う人が分かっているんであれば、その

ほうが便利だと思う人は使ったほうがいいと思

うんですね。 

  だから、置く場所と、あと執行部の意見を聞

きたい。まずその２つを考慮できたら、導入の

方向には悪くはないと思います。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  一通り皆さんから大型ディスプレーの議場に

おける影響、実際に現場に行っていただいて、

影響について検証していただいたわけです。 

  なかなかいろいろな機械の操作であったり、

あるいは先ほど鈴木副委員長からございました。

目の前に置かれた場合には、ちょっと嫌だなと

か、あるいは横に置けば大丈夫だなとか、せっ

かく入れたんだから使ったほうがいいよな。誰

のためのディスプレーなのかなと、こういうと

ころもこれからしっかり話し合っていかなけれ

ばならないのかな。 

  もし運用する場合には、しっかりその運用事

項であったりとかルール、こういったものもし

っかりと取り決めしていかなければならないの

かな。こういうところが論点が整理できたのか

なというふうに思います。 

  今日の協議では、使う使わない、活用するか

しないかについては、ちょっと結論は避けて、

正副のほうでもう一度、論点、目的、そういっ

たところを洗い直して、しっかり今日影響につ

いて皆さんからいろいろ御意見いただきました

ので、こういうところもしっかり洗い直した上

で、もう一度皆様に議論いただけるように、洗

い直して協議にのせたいというふうに思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  そのほか影響について、気づいた点などござ

いますか。大丈夫ですかね、取りあえずはこん

なところで。 

〔発言する人なし〕 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  では、協議事項の⑵については閉じたいと思

います。 

  じゃ、続きまして協議事項の⑶本会議におけ

る議員間討議についてということでございます。 

  前回、本会議における議員間討議についてと

いうことで、皆様に頭出しのほうだけさせてい

ただきました。 

  頭出しだけをしたんですけれども、討議が始

まったというところで、いろいろ御意見があっ

たところではあるんですけれども、あくまであ

そこでの議論は、暫時休憩の中での議論という

ことで、しっかり協議の場でしっかり協議して

いただきたいというふうに思います。 

  前回頭出しさせていただきまして、会議で示

した本会議における議員間討議の状況を基に、

各会派で検討した結果をまずは報告していただ

きたいなというふうに思います。 

  では、まずサステイナブルさんのほうからお

願いいたします。 
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○中村委員 私どものほうも早速会派の中で議論

させていただきました。 

  本会議の中で、議員間討議の中でですね、必

要はないじゃないかという意見もございまして、

常任委員会の中で議員間討議を今、始まってま

だ日が浅いわけですが、そういった中で、しっ

かりと議員間討議を構築して、そして、やはり

議員間討議というの、あまり数やってませんの

で、申告する方の資質をしっかりと議員同士で

皆さんで構築していかないと、議員間討議のそ

の進め方によっては、対立を生むような議員間

討議になってしまうようなものもなってしまう

だろうということも考えますと、そういったも

のをしっかりと構築し、今、せっかく常任委員

会で始まったばかりですので、議員誰もが委員

長になって、司会を、進行係をやっても、しっ

かりした論点をまとめて、そのテーマに沿った

議員間討議ができる仕組みをまずきちっと皆さ

んでつくった中で、それで機が熟していけば、

次のステップにもなるだろうということも考え

ましたし、あと本会議場での議員間討議をやっ

た事例をこれ、ちょっと資料を見させています

が、２市が対応しているけれども、最近はやっ

てないと。通告制だ、どうのこうのやっていま

すが、そういう先進の方も、実際に始まっても、

実際にもう利用されてないというのが現況であ

るということを考えますと、他市もやっている

から、うちもやってみようかという挑戦はいい

としても、やはり時期尚早ではないかというも

のを痛切に感じましたので、しっかりと議員間

討議は委員会レベルでしっかりと構築していっ

て、そして最終的にはまた皆さんで議論を尽く

して、次のステップに進むかというものも考え

てもいいのではないかということを考えますと、

本会議においての議員間討議は必要ないという

意見でまとまってまいりました。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、シン・那須塩原さん、いかがで

しょうか。 

○森本委員 まず、うちの出た意見では、議員間

討議は、これはできるというのは、もうルール

上はできるということは決まっているんで、ま

ずはできるという前提で考えるべきじゃないか

という意見がありました。 

  その上で、ただ、やるの上では、実際、前回

ちょっとできなかったという、やろうと思って

できなかったというケースもあるというのは、

でも議長の判断で、規則はできてないか、ルー

ルがないからということがあったんで、であれ

ば、ルールをちゃんと構築していくということ

が大切であって、まずはできるというその前提

というか、そのルールというものがある以上は、

それに従った中で、できる方向で考えていくべ

きじゃないのかなというのが意見だったかなと

いうふうに思います。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  敬清会さん、いかがでしょうか。 

○平山委員 結論から言うと、うちのほうは導入

しなくていいという状況。というのは、サステ

イナブルさんもありましたけれども、委員会で

やっていますよね。それもルールがないという

か、そんな状態で、意外と導入がなかったとい

うのがあって、実際にやっても、なかなかどう

いうあれにするか、その辺も何か分からない。

やっぱりそういうのをしっかりと議員間で勉強

して、そういう中で、早急にこれ、やるべきだ

ということは、導入はしない、そういう意味で

すので、全く将来的にどうのじゃなくて、時期

を見て、考えているから今やるというよりも、

そっちを醸成してからやったほうが、確実にや
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ったほうがいいんじゃないか。 

  ただ、設立ありきだけで進んじゃって、中身

があれになってはいけないので、そういう意味

で、導入はしなくてはいいと、今回は。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  公明クラブさん、いかがでしょうか。 

○星委員 やはり常任委員会での議論がしっかり

深まるように、まずは醸成していくということ

が大事だという意見と、あと本会議場だからや

らなくてもいいとかではなくて、しっかりもう

少し議論をする力を一人一人もっとつけていか

なきゃいけないと思いますし、といったことで、

深掘りの議論が、討議ができるかっていうとこ

ろも、もっとやっぱり論点を深めて議論ができ

るように、おのおのの力も磨いていかないとい

けないということで、まずは常任委員会での議

論、各委員会での議論が深まるように、力をつ

けていった上で、本会議場でも、また会議規則

を変えていくなら、またそこで必要に応じて改

正していくということもあると思いますので、

そういった意見です。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  志絆の会さん、いかがでしょうか。 

○鈴木副委員長 会派としてまとめたわけではな

いんですけれども、今、ほかの代表の方の話と

ほぼ同じです。 

  多分、前回の議運で、これが、運営のほうが

本会議についてなかったというのは、多分同じ

感覚を持っていると思います。 

  それで、委員会でもまだしっかりできてない

し、やったとしても、星さんに近い、中村さん

もそうだと思うんですけれども、本会議でこれ

を、まずそこがちゃんとできてないうちに本会

議でやるかどうかということは、まだ検討の余

地があるんだ。で、そこは多分はっきりしなか

ったんだと思うんですよ。 

  今現在において、全国でも制度はつくったけ

れども、中村委員がおっしゃったように２か所

ぐらいしかやってない。 

  実際に、じゃ今までの中で、委員会へ出てな

かったりもあったりしても、本会議で、じゃこ

こで討論したいという事例は、もしかするとそ

んな議員が１つあったのかもしれませんけれど

も、今後あるかもしれないので、本会議であっ

てもいいというふうに用意しておくことは大事

だと思っています。 

  将来的にも、これはペンディングで残してお

いていいと思うんですけれども、今の段階、

我々いる、あと残り２年間とか、その次あたり

の間に本当に必要かどうかというのは考えてい

くようなもので、今すぐこの運用制度をきちん

と決めて、使えるようにするという緊急性は感

じていない、そんな感じで。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  皆さんからですね、各会派で検討していただ

きまして、本会議における議員間討議こちらの

導入については、那須塩原さんは前向きに考え

ていきたい。そのほかの会派については、今の

本会議における議員間討議の導入というのは難

しいんではないかという意見でありました。 

  私のほうからちょっとお聞きしたいことがご

ざいます。暫休中に、前回、暫休中にですね、

ちょっと皆さんでざっくばらんな討議になって

しまって、きちっとした協議の上で、ああいっ

た話合いがあればいいのになというふうなとこ

ろで、ちょっと残念だったんですけれども、ち

ょっとお聞きしたいことがあって、前回、皆さ

んで討議いただいたときに、暫休中にお話し合

いいただいたときに、相馬委員から、本会議に

おける討議のことについては、あえて要望から
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抜いたという発言があったんですが、あれは、

あえて抜いたというその経緯とかっていうのは

何かありますか。そこら辺がちょっとよく聞き

たいな。 

○相馬委員 議員間討議実施要綱をつくる際、ま

ず、実際に星さんと、山形議長もいらっしゃる

ので、そのときに、要綱をつくる前に、実際に

実はやってみたという現状がございます。委員

会でですね。委員会でやってみた。 

  その結果、実施要綱のときに、発言時間、発

言回数、それから何分でやるか、そういったこ

とを決めるというまず作業が必要だったので、

１回やってみた結果、発言回数が１人１回とか

では、議員間討議の内容が進まないというのが

あのとき分かったはずなんだと思うんです。 

  そのときに私が実は議員間討議をお願いしま

すということでやって、私が発言した回数が９

回で、全員が発言した時間が全部で47分あった

ということで、委員会の討議では、まず回数を

定める。それから、時間も何分以内とかという

ふうな定めをしなかったという要綱をつくった。

ただし、それを本会議でやったらどうなるか分

からないから、本会議は別な要綱のところに、

要綱のその時間割とかそういうのはきちんと入

れて、よその議会で議員間討議、それから議員

間討議に対する研修も恐らく２回議員研修をや

っているはずなんです。 

  そのときにもやっぱり本会議でやる場合には、

１人１回で、発言時間も20秒とか30秒とかって

いう制限を設けた上で、それで要は全員の意見

を聞くと。議員間討議って、いわゆる賛成、反

対を言うわけではないということになるんです、

討議の内容は。それによって採決をするわけで

はもちろんなくて、事例で言うと、この間私が

本会議でやったように、質疑、討論、採決と行

ってしまった。賛成、反対をする前に、議員間

討議で、もしあれでしたら、継続審査について

も一度皆さんの御意見を聞かせていただけませ

んかと。要は、採決する前に、継続というもう

一つ別の選択肢があったのでというふうにして

もらえませんかという議員間討議をしていただ

きたかったということがあるので、ただもう本

当にもう賛成、反対の採決をする前に、どうい

う意見で、それ以外の方法とかを討議をする場

合には、あの方法しかない。 

  もう一つやる方法としては、あそこで動議を

かけて、３人以上で動議をかけてやれば、別な

採決の方法を一旦取ることができるはずなんで

すけれども、それ前に、それも賛成、反対をし

なくちゃならないので、あれなんですけれども、

こういうことで諮ってもらえませんかというテ

ーマをきちんと設定して、議員間討議をすると。

それに関しては、全員の意見を聞くという方法

ですよということは、これまでの研修、それか

ら議員間討議実施要綱を定める上での視察等で、

そういうことがあったので、なおかつ議会基本

条例に議員間討議を中心に行うというふうなあ

れがあったので、これまで議員間討議を中心に

議会を進めましょうねというふうなことをやっ

てきた。 

  なんで、その要綱に載せなかった理由は、委

員会の時間割とか、発言回数とかを本会議には

別に定めなくちゃならないでしょうということ

で、本会議を外してあったというのが理由です。 

○中里委員長 じゃ、なぜ本会議で定めてなく、

そのルールもまだできてないうちに、いきなり

討議を行ったんですか。その辺のところが分か

らない。 

○相馬委員 まず、その方法を定めているのが、

そのやり方を定めているのが要綱であって、も
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う条例のほうが、当然皆さん御存じのとおり、

上位格になるので、条例でできるというふうに

なっていればできますよねということは、その

ときにも確認したはずなんです。 

  ということは、この間も言いましたけれども、

私の頭の中ではテーマを設定して、全員の意見

を聞いてもらえればということで、恐らく時間

的にも、恐らく20分ぐらいで終わるだろうなと

思ったので、議員間討議を、条例でも本会議と

いうふうに定めてあるので、できるはずですよ

というふうなことは確認を取っていたので、や

ってみようと。 

  できれば、ある程度そういったのが事例にな

るのかなというふうに思ったりもしていたので。 

○中里委員長 委員会では、しっかりそのやり方

とか、そういうルールを決めて、しっかり委員

長の議事進行、口述にしっかり入れていますよ

ね。 

  本会議においては、上位法においては、確か

にできるというような形にはなっていますけれ

ども、現実、その要綱を定めてなくて、しっか

り運用の仕方、ルールというものもしっかり考

えられてない中で、いきなり本会議に持ち込む

というのはどういうことなのかなというのがち

ょっと理解できなかったんです。そこのところ、

もうちょっと詳しく説明していただきたいんで

すよ。 

  要は、こういうことだからできると思ったか

ら、やったんだということではなくて、なぜそ

ういうふうにルールを決めなかったのに、僕か

ら言うと、議事進行を妨げたのかなというふう

にちょっと思えてならないというところがあり

まして、多分、山形議長困ったと思うんです。 

  委員会では、ちゃんと議事進行の口述に討議

の時間もきちんとつくって、問いかけて、運用

しているじゃないですか。だけれども、本会議

においては、やっぱりその運用が決まってない

から、口述にも入れてないわけですから、なの

にそこで入れてくるというのは、どういうこと

なのかっていうところが、上位法があるからと

いうのは、それは正論かもしれないけれども、

そういうところがよく分からない。 

  議会運営委員として、議会を運営する側とし

て、どういう理由があってそういうことなのか

なというところが理解できないところがあって、

そこもしっかり議論していかないと、本会議に

おける議員間討議については、導入するか、導

入できないかというところは話し合わなきゃな

らないと思うんですよね。いかがですか、そう

いうところ…… 

○相馬委員 できるというふうに実は思っていた

ので、口述書にないことは、多くなってきた場

合にという、口述書にないからと言われればそ

れまでなんですけれども、議員間討議というの

はこういうもんですよということで、その場で

テーマをぼんと設定してやるんですよというこ

とは、それが通告制とかになってくると、また

議員間討議がどんどん減ってくるということは、

これまでの研修とか視察とかであったので、そ

の場で議員間討議がテーマの設定がぼんとでき

てやれば、できるはずだというふうには思って

いたということで、議事進行がというよりも、

あそこで、もう採決しかないという以外の方法

を取れるんではないかなというふうに思ったの

で、それは議員間討議でやるか、動議でやるか

しかなかったので、まず議員間討議をお願いし

てみたというところで、それが議会運営に何か

支障があるというふうなところをその時点では

考えなかったです。すみません。 

○中里委員長 星委員、どうぞ。 
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○星委員 ごめんなさい。たしかこの間議場であ

れしたのは、陳情ということでしたよね、太陽

光のね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○星委員 そうでしたよね。 

  継続っていうことだったんでしたっけ。 

〔「いやいや」「選択肢」「選択肢、も

う採択か不採択しかなかったので、質

疑をした。質疑の中で議員間討議をや

りますよというのは、これまで委員会

等でもやっていたので」と言う人あ

り〕 

○星委員 いや、陳情はそもそも…… 

〔「継続認めないよね」と言う人あり〕 

○星委員 継続認めなくなっているんで、あそこ

の場に持つこと自体が、何か合わないんじゃな

いって。 

〔「継続認め……」「ない」「認めない

んですよ」「１回だけなんだ、多分」

と言う人あり〕 

○星委員 あっ、１回…… 

〔「１回認めているはずですよ。よその

議会も継続とかってありませんか」

「うちも１回だけはできるでしょう。

１回だけできるようにした」と言う人

あり〕 

○星委員 １回はオーケーなんだ。 

〔「１回は可能だよ」と言う人あり〕 

○星委員 あれ、１回駄目、あれ、継続なくした

んじゃなかったっけ。 

〔「継続はない」「以前、継続あったん

だよ」と言う人あり〕 

○星委員 あった。 

〔「前は継続あった」「あったのをなく

した」と言う人あり〕 

○星委員 なくしたんだよね。 

〔「任期になってからない」と言う人あ

り〕 

○星委員 なくすということになって…… 

〔「やっても１回までという話だったん

ですよね」と言う人あり〕 

○星委員 やっても、１回…… 

「そう。たしかやっても１回まで」「審

査をする日にちがなかった場合」

「ああ」「現地視察まで行ってるか

ら」「行ってるでしょう」「うん」

と言う人あり〕 

○中里委員長 すみません、じゃ暫時休憩入れま

す。 

 

休憩 午後 ３時１５分 

 

再開 午後 ３時１７分 

 

○中里委員長 休憩前に引き続いて会議を再開い

たします。 

  では、係長のほうからお願いいたします。 

  係長。 

○長岡議事調査係長 本市議会の申合せ事項の５

になります。請願及び陳情の本会議における決

定は、採択または不採択とする。 

  まず、本会議については、採択または不採択。 

  次に、委員会は、付託された請願または陳情

について、その付託された定例会議の会議期間

内に、採択すべき、または不採択とすべきとの

決定をするものとするが、次の定例会議の会議

期間まで継続して審査することができる。 

  委員会においては、継続審査１回は可能です

よ…… 

〔「議会に上げないとことできるんだ。
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議会に上げないということできるん

だ」と言う人あり〕 

○長岡議事調査係長 そうですね。委員長報告で、

恐らく継続審査という報告をさせていただいて

…… 

〔「だから、次回の会議で」と言う人あ

り〕 

○長岡議事調査係長 はい。採択、または採決は

しない。 

  

○中里委員長 じゃ、星委員、どうぞ。 

○星委員 ということは、あの場で、本会議場で

やるのは、継続っていう議論ではなくって、も

う正式だったら動議っていう形になる…… 

〔「でやればよかったということね」と

言う人あり〕 

○星委員 動議でもないよね。採択、不採択しか

ないんだもんね。 

〔「動議も駄目」と言う人あり〕 

○星委員 そうだよね。動議もない。 

〔「動議は駄目だ」と言う人あり〕 

○星委員 関係ない、関係ない。 

〔「ないよな」「駄目だ」と言う人あ

り〕 

○星委員 そうだね。だから、採択、不採択しか

ないということです。分かりました。 

  すみません、そこだけちょっと確認したかっ

たんで、すみませんでした。 

○中里委員長 そのほか何かございますか。 

  相馬委員のほうからは、本会議において討議

ができるという前提で、討議という形で上げて

きたあの形。今後こういうことが、要はこうい

うこともあるよということで、しっかり議論し

てくれということだというふうに思いますけれ

ども、ほとんどの会派、シン・那須塩原さんで

は、あくまでも上位法では議員間討議、本会議

における議員間討議はやるべきだという形。ほ

かの会派では、今の現段階では、委員会でしっ

かり討議をしているので、本会議においての討

議の在り方というものをしっかり議論して、そ

して運用を決めてやるべきじゃないかというこ

とでございました。 

〔「１ついいですか、ごめんなさい」と

言う人あり〕 

○中里委員長 はい、どうぞ。 

○森本委員 やるべきだって言ったんじゃなくて、

やるべきだから、ルール決めをしましょうとい

う話をしただけ。ルールもないような今のまま

でやろうと言ったわけではないんで、今のそこ

はちょっと違うんで、そこだけ訂正します。 

○中里委員長 今、皆さん、いかがでしょうか。

やはり本会議における議員間討議の導入という

ことに関しては、現状では、私個人的にもちょ

っと思うんですけれども、委員会でしっかり討

議をして、そして本会議でも討議をするという

ことがどういうことかって、委員会のていがな

くなってしまうんじゃないかなということが１

つ考えられるのではないかなと思います。 

  例えば、例えば今回の相馬議員が本会議で討

議を上げてきたことについて、僕なりの考え方

をさせていただければ、建設経済常任委員会に

付託した陳情に関して、相馬剛議員が本会議に

おいて、こういうことも議論はされたのかとい

うことが確認がございました。 

  しかしながら、建設経済常任委員会には、同

会派の齋藤寿一議員もいたわけで、陳情に関し

ては、齋藤寿一議員も当然陳情の審査メンバー

として加わっています。齋藤寿一議員もしっか

り質疑や、そういった御意見なども話されまし

た。 
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  そういう中で、相馬剛議員、僕が相馬剛議員

の立場であれば、普通は同会派である齋藤寿一

議員にこういうこともしっかり話し合っていた

だきたいんだということで、連絡をして、連絡

というか、しっかりこういうことも話し合って

いただきたい、こういうことも議論していただ

きたいということで伝達をして、そして臨むべ

きではないのかなと。そういうことが、やはり

会派というもののなしているところであり、委

員会というところであるというふうに思うんで

すけれども、皆さん、いかがでしょうか、そう

いうところに関しては。 

  中村委員。 

○中村委員 正直言いまして、会派の中から割り

振って、それぞれの委員会に入っているわけで

すから、個人で好きなところに行くというんじ

ゃなくて、会派で割り振ったというていで来て

いるわけですから、それは連携していることと

認識しなきゃいけない。 

  そういう自分ちの会派の人のいるところに対

してどうのこうのと言う前には、やっぱり議論

を尽くす前に、その会派の人と相談をして、皆

さんそれぞれの会派はやっているというのは１

つの建前でありますんで、普通は連携取ってい

ると思っておりますんで、これ、ひとり会派で

あれば何の連絡もないんで、意見も聞かなきゃ

いけない。今言ったような態度も取らなきゃい

けないというのは十二分に理解はできますけれ

ども、本来でしたら、同じ会派の人間をいじめ

るというか、文句言うと、そういうことは普通

はなかなか公式な場ではできない。裏に行って、

おまえ、こういうこと聞いてきたかとか、こう

いうことを質問したかとかっていうのは、これ

は往々にしてあろうと思いますが、面と向かっ

てなかなかできないというの、私も会派の会長

ですから、ほかの委員会に、こういうことあっ

たら聞いてくださいよとかというのは言います

が、後で、やらなかったからって、本会議の席

で、おまえ何やっていたんだということはなか

なか言えませんね。ということで、私は１つと

と思っております。 

○中里委員長 鈴木委員。 

○鈴木副委員長 あくまで個人的意見なんですけ

れども、例えば昨日までこの案に対して賛成だ

と思っていたんだけれども、夜に電話かけて、

いろいろな話で、一晩のうちに、ああ、これは

反対しなきゃいけないということもあると思い

ますし、会派の中でも、やっぱりこれ、究極の

話よ。原則は、もうおっしゃっているとおりな

んだけれども、究極の中では一個人なので、意

見が違うこともある。 

  だから、寿一さんと相馬さんが違う意見を聞

いてみたら、あれ、それ違うんじゃないのって

いうこともあると思うんですよ。 

  だから、究極の話は、私はそっちを尊重した

いし、例えばちょっと話も思います。 

  ちょっとさっきの話を戻すんですけれども、

継続審議かどうかというのは委員会で決める。

本会議はできませんよっていうルールはつくっ

た。ではあるんだけれども、ここの委員会、例

えばここは議運じゃないですか。広報広聴か何

かに何かを、活性化に何かをこれ、諮ってくれ

って言うのは、審議会で諮って、まとめてきて

もらった。委員会というのも、どっちかという

と、そういうふうに投げて、決めるのは本会議

で決めるんですよね。だから、本会議が最終な

んで、委員会では継続かは諮れるけれども、本

会議、できてないと言うけれども、動議で、大

本のさっき言った上位法みたいなのがあったら、

本会議でも、これはどうしてももう一回やりた
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いというんであれば、そこで「動議」と言って、

さっきも星さんの話したところで、ちょっと割

れるんですけれども、やっぱりどうしてこれは

市民の声を聞いて、継続審議やってもらいたい

と思うんですけれども、動議で、どうですかっ

ていうことだってあり得るんじゃないかと。 

  だから、そこまで行っちゃうと、もうルール

なくなっちゃうような感じがするんで、基本的

には、もう決めたことは、本会議では覆すのは

なしで、それから委員会で決めたことは、もう

従う。 

  だけれども、委員会で決めたことに個人が従

うかどうかというのは、それはもうちょっと私

は緩いと思うんです。 

  さっきの継続審議の話なわけですけれども、

委員会で決めたことは委員会、そこに会派の人

も代表なんだから、じゃほかの人はその委員会

にいなくても、その出た人のことにお互い一致

しなきゃいけないというのはそのとおりなんだ

けれども、そこは微妙で、もしかして個人だっ

たら違うかもしれない。 

○中里委員長 じゃ、森本委員どうぞ。 

○森本委員 実は、今回の件に関しましては、実

は私、会派の協議会開いて、会派のほうに謝罪

をしました。 

  というのは、あの陳情についての私、自分の

認識の中で、意思疎通ができていたつもりだっ

たんですけれども、話合いをしたところにちょ

っと別々に私が話をしたのが記憶がちょっと混

ざってしまって、両方ともに同意しちゃってい

たというんじゃないですけれども、そこの意思

疎通をうまくすることをミスってしまったとい

うか、間違ってしまったところがあって、だか

ら剛さん、あの場で一緒にその議員がいたんで、

いや、その後に、「いや、この話しましたよ

ね」というふうに言ったら、「いや、聞いてな

い」という話になっちゃって、結局私が伝えて

やらなきゃいけなかったことをお互いに伝えて

なかったことが原因で起きた意思のぶれだった

んです。 

  だったんで、私はその後会派で、会派の皆さ

んに申し訳ありませんでしたと謝ったんですけ

れども、基本的には、委員長とか中村議員、私

の考えとしては一緒で、会派っていうのは、や

はり同じように話し合って、それで、結局最終

的に鈴木議員の言うように、合わないというこ

とはあるかもしれないですけれども、究極、合

うまで議論をまず会派でしてから臨むべきだと

いうふうにも思っているんで、そこははっきり

言って今回は私のミスです。 

  私のちょっとうまくできなかった、やり取り

ができなかったということが原因で、皆さんに

迷惑かけてしまったという部分ではあります。 

  すみません。だから、本当、ここでももう一

回謝らなきゃいけないんですけれども、申し訳

なかったなというふうには思っています、そこ

は。 

○中里委員長 相馬委員、どうぞ。 

○相馬委員 議案の取扱い、ここで諮ったときに、

委員会付託でもいいんじゃないかという意見が

あった。ですけれども、今回の陳情に関しては、

各そういういわゆる別荘地の自治会とか、別荘

地のそういうところから出てきていたので、私

としては、きちんと市民に説明できるだけの結

論を出したほうがいいと思ったので、回付じゃ

なくて、委員会に付託してやったほうがいいで

しょうという話をここで、この議運でやった。 

  それには、やっぱりいわゆる別荘地の自治会

とか、別荘地の、何でしたっけあれは。来てい

たのは。協議会じゃなくて何かね。そういうと
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ころからだったので、その辺の意思っていうの

は、じゃ市民なのか、市民じゃないのか。議運

のところに聞いてもらったときには、市民では

ないというふうに何か出たんですけれども、現

状、ああいうふうな陳情が出てきて、実際に那

須塩原市の住所を書いた人が陳情の中の名簿に

ずっと書いてあった。 

  だったら、やっぱりきちんと、その別荘地の

住民自治会とかっていうのは一体どういうもの

なのかっていうことをまずきちんと審査してほ

しかったので、委員会付託がいいでしょうとい

う話を、責任としてはそういうふうな話をした。 

  それに関しては、会派の人にもそういう話を

したつもりでいて、最終的には委員会のじゃ判

断に委ねましょうということで、委員会終わっ

た後に齋藤寿一さんに、「これ、この文章のこ

このところどうなりましたか」と言ったら、こ

うなった、こうなったって説明は受けたんです

けれども、それ以外のところは、もう「いや、

そこはそういう話をしてないな」というところ

もあったので、それで採択、不採択で行っちゃ

ったんですかということだったので、あそこで

質疑の中で、質疑から今度は討議はちょっと、

討議やっても、本会議では駄目だって、今分か

ったんですけれども、継続審査という方法もあ

るよなって、もうちょっとその市民の陳情の意

見に沿った審査というのもあるよなと思ったの

で、もう前の日ですよね、電話でしゃべったの。

僕、ちょっといきますよという話は寿一さんに

もして、そういうふうな意見までは出てこなか

ったということだったので、何とかもしかでき

るんだったら、もう一回継続で、市民に、市民

というか、市民もそうだし、あそこに名前を連

ねていた人に説明ができるような結論を出せれ

ばいいかなと思ったんで、もう一回継続しても

いいんじゃないかなというふうに思ってたとい

うことで、確かに会派の中でのその辺の意思疎

通ができてなかったのは事実ですけれども、あ

そこではそういう思いで、もうちょっと陳情者

に対する説明がきちんとできるようにしたいな

というふうに思ったということでございますん

で、何とか議員間討議でそれが意見がちゃんと

出て、いや、継続審査しなくてもいいですよと

いうことであれば、それで納得はしたところで

はあったんですけれども、今の説明だと、もう

本会議では継続審査はあり得ないという話は今

分かったところなんで、経緯としてはそういう

経緯でございます。 

〔「分かりました」と言う人あり〕 

○中里委員長 どうぞ。 

○相馬委員 そういう意味で、やっぱりそういう

ことも、会派の重要性というのは我々も認識し

なくちゃいけないし、そうですよね、代表で出

ている人はそれぞれのね。 

  だから伝達、その人によって、やり方によっ

て、会派の人に伝えるのもちょっと違ったりす

ることもあるし、ストレートに、自分が受けた

ことと、ありますよね。私はこっちを大事に受

けた、こっちはちょっと抜けちゃったというの

はあるけれども、それはそれで仕方ないですけ

れども、そういう意味で、やっぱりこういうこ

とで、今言ったように、これができないんです

よって議員がさ、会派のみんなが伝わればいい

というだけじゃなくて、そういう大事なことは、

これはどっかで知らしめて、議員に渡せるとか、

そうやって勉強していって、議員間討議も、そ

ういうことで勉強しながら、そういうものをや

っていって、少しずつやっていくと。やる気が

ない人はしようがないよね。  そういうこと

でやっていかないと、つくるのは簡単ですけれ
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ども、さっさっとつくるのは簡単なんですよ。

じゃ、中身どうなんだといったときに、本当に

こなせますかというのがあるから、やらないと

いうことじゃなくて、全くノーではないんだが、

ただ時期尚早とかって、そういうのもある。 

  そういうのは、何にも、一つもしないでやら

ない。じゃ、もう決まったからやる。いずれや

るんじゃ、今から条例つくっちゃうとか、もう

準備始めるようじゃなくて、その辺からまずや

っていったほうがいいんじゃないですか、そう

いう意味では。 

  つくったやつ、後で覆せませんからね。大事

なことなんですから、これ。 

  会派の思いもあるし、それぞれが自覚するよ

うに、こういうのを機会に、お互いにあれして

いきたいと、そうしたほうがいいんじゃないで

しょうか。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  ちょっと時間も押していますんで、協議事項

の⑶については、ちょっと結論出させていただ

きたいと思います。 

  今、現状では、本会議における議員間討議に

ついては、動議は難しいということですので、

今、現状では、導入はしないということでよろ

しいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  では、続きまして、⑷の取組実行計画のアン

ケート結果についてというところです。協議を

していきたいというふうに思います。 

  じゃ、まずは事務局から説明、これから、じ

ゃ軽く、じゃすみません、係長のほうから現状

を。 

○長岡議事調査係長 まずは、アンケートのほう、

皆様の御協力ありがとうございました。 

  こちら、アンケートを集計したものとなって

ございまして、一番上から件数の高い、優先度

の高いというのを５点、普通というのを３点、

低いを１点、詳細が分からないをゼロ点として、

委員の皆様の御回答いただいたものを点数化。

そして一番点数の高いものを一番上から順にこ

う並べたといった状況になっております。 

  並べ方としては、薄いところですね、右側の

一番上になります。点数としての合計点です。

そして、右側がその点数高いものから順位をつ

けたもの。そして、それ以降ですけれども、優

先度が高いとお答えいただいた方の人数、普通、

低い、分からない、それぞれ御回答いただいた

内容をここに列記したというものなっておりま

す。 

  説明は以上となります。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  係長のほうから、この議会運営委員会が開か

れる１週間か10日程度前に、皆さんのほうには

サイドブックスのほうに格納しましたよという

ことで送らせていただいております。 

  事前に皆さんにはこのアンケートの結果とい

うものを見ていただいているというふうに思い

ますが、今回、まずそのアンケートの結果につ

いて、各委員から、そのアンケートに対する所

見を各委員から伺いたいと思います。 

  じゃ、まず、すみません、中村さんのほうか

らよろしいですか。 

○中村委員 アンケートの結果、これ見て、私も

思いまして、一番優先度が高いというのが、議

員研修の実施ですか。そういったものから113点、

105点と、こう来ておりまして、こう見ますと、

あとは詳細が分からないとか、そういったもの

にも高い関心を示しているのが、結構15人、10

人というのが下のほうにありますので、17、18、
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19、20番ですね。そうしますと、やはりどうし

ても優先順位の高いものはしっかりとこれから

取り組んでいって、行ったほうがよろしいんじ

ゃないかという、こういう印象を受けましたん

で、優先順位の10番ぐらいまでをしっかり取り

組んで、実行していくのがいいんじゃないかと

いう感じはいたしました。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  じゃ、益子委員、いかがでしょうか。 

○益子委員 私も中村委員とかぶるところあるん

ですが、率直に見まして、この取組実行計画の

中で20ほどの項目が挙がってございます。そう

いった中でも、やはりこの26人が同じ１つの方

向性を持って進むという中で、やはりいろいろ

な温度差とか、理解度の上限ありますが、そう

いった中で、やはり皆さんが関心を持っている

のが上位に来たのではないかなというのが率直

な意見でございます。 

  先ほどの前段のちょっと⑶の中の話にもあり

ましたとおり、やはり議員の研修の実施という

のが、やはり先ほどの話からも見えてきました

ように、まだまだ取り組むべきですね、例えば

議員間討議の在り方ですとか、そういったとこ

ろも含めて、今後、研修のファシリティーショ

ンの向上力ですとか、あとは例えば他市の類似

団体を挙げた中ですけれども、そういった上位

の団体とか、いろいろな様々なものを研修して

いく必要性があるのではないかと思います。 

  そういった中ですと、やはりこの上位のほう

は、関心の高いもの、そして皆様が取り組みや

すいということにイコールなるかと思いますが、

そういったものをピックアップし取り組んでい

ただきながら、そういったものを進めつつ、併

せてこの10番以降とか、場合によって順番つけ

ると半分になってしまうんですが、そういった

ものは理解度が進んだ中で、今後継続していっ

て、どういうことになるかということを皆様で

話合いを進めた中で進めていくのでは、いいの

ではないかと思います。 

  ですから、結論から申しますと、上位のほう

ですね、取り組みやすいほうから進めていただ

きまして、残りの部分は、様子を見ながら、今

の段階では時期がちょっと早いのじゃないかと

いうような結論でございます。 

  私からは以上です。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  森本委員、いかがでしょうか。 

○森本委員 優先順位を決めたっていうことなん

ですけれども、基本、別に優先、必要じゃない

ものではないと思うんですね。 

  重要なものはみんな重要なものであるという

中で、大切じゃないものっていうのは、多分こ

こには、議会、議運ですごくもんで、これは重

要だよねって出してきたものばっかりなんで、

そうじゃないものっていうのはないとは思うん

ですけれども、優先順位っていうのは、ある程

度、正副であったりとか、あと議長の考えだっ

たりとか、一応議運は議長からの諮問機関でも

あるんで、そういうところで、例えば１位のも

のは、ここだったらいわゆる研修系じゃないで

すか、１位、２位で。策定して実施するという

研修系なんです。だとしたら、そのほかの下の

ほうに入っているものでも、結局、研究するも

のだったり、検討するものっていうのは、そこ

に組み合わせていくことによって、両方進めて

いくことができたりとか、どういう進め方をす

るかとか、どんな組合せをしていくかというの

は、多分議運で、ここで議論してもいいですし、

議長からの諮問を受けてもいいですし、正副で

の話合いでもいいと思うんですね。だから、こ
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の優先順位っていうのは、ある程度、参考資料

でいいのかなというふうに思っています。 

  議運の人たち、例えばこのぐらい、議員の人

たちはこのことに関しては理解があるんだな。

例えば、このよく分からないって、下のほうの

14、13とかで、下位のほうのは、詳細が分から

ないのが多いんですよね。詳細が分からないけ

れども、大切なものなんで、これはある意味、

優先順位高いんですよ。 

  だって、詳細が分からない人がいっぱいいる

っていうことは問題じゃないですか。議運でみ

んなでやりましょうと言って、議決まで取った

ような内容で、大切ですよといったことに対し

て、これだけ詳細が分からない人がいるってい

うことは、これは優先的にやっていかなきゃい

けないという考え方もできなくはないですよね。 

  だから、そういう意味では、やっぱり議長だ

ったりとか、正副とか、あと議運に振ってもら

ってもいいですし、何を取り組んでいくかって

いうのは、今後決めていけば、これを参考に決

めていけばいいんじゃないのかなっていうふう

に思います。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  相馬委員、いかがでしょうか。 

○相馬委員 森本委員と同意見です。あくまでも

参考資料として見ていっていただければと思い

ます。 

  最初、優先順位という話を伺ったときには、

頭の中としては、これまでも委員長、副委員長、

正副委員長のほうで優先度って決めてやってき

たという感覚があったものですから、アンケー

トの結果として、こういう順位が出たんで、そ

ういうふうに取り組んでいけばいいのかなとい

うふうには思います。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  平山委員、いかがでしょうか。 

○平山委員 私も、せっかくこれ、アンケートま

で取ったんですよ。それらの結果が出て、当然

参考にすることにしているし、今までは、どっ

ちかといいますと正副委員長がある程度作っち

ゃってやっているところに、今回これ、アンケ

ートを取ったんで、そこにこれを加味して、そ

ういう意味で、正副委員長が最後のまとめをや

るということで、私、どこからどこまでと言わ

ないけれども、全部は不可能なので、その中で

優先順位は、このアンケートが出た中で、これ

はただ取ったやつだったら意味ないんで、議員

の意識が、今の意識がこれなんだから、次やっ

たときはまた変わるかもしれないけれども、そ

れを大事にして、優先順位を決めていただいて、

進めていただいてほしいと思います。参考にな

ったと思います。 

○中里委員長 星委員、いかがでしょうか。 

○星委員 やはり森本委員と意見は同じで、取組

実行計画として出しているものは、もちろん取

り組んでいかなきゃいけない部分として、目標

として掲げられているものだから、やるべきこ

とではあるんですが、ただ、ここに議員の意識

がこんだけ乖離があるっていうのが明確にこれ

で分かったわけですよね。 

  もちろん議運の皆さんとか、議活だったりと

か関わっていらっしゃる議員の方、これ、優先

度高いよねと思っていた分、優先度高いところ

にチェックを入れていてくれたんではないのか

なと思うんですけれども、関わってない、分か

らない人はこれだけいるんだよというのも明確

になったので、研修は大事だなってみんな思っ

てくださっているので、それであるならば、こ

の下位の部分のところの検証をやったらいいと

かっていうふうにして、ちょっと底上げをする
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という取組も必要なのかなって思いました。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  一通り皆様に所見のほうを述べていただきま

した。あわせて、今後の進め方についてもアド

バイスいただきました。 

  私も、鈴木副委員長と一緒にこのアンケート

結果を見まして、正副として所見、それから今

後の進め方についてということで、ちょっと考

え方を述べさせていただきますと、正直、鈴木

委員も同様なんですけれども、このアンケート

を見て、衝撃的だなというのが、衝撃的な数字

だなというのが、まずは最初に思ったことです。 

  といいますのも、詳細が分からない、あるい

は興味がないといったことが、ナンバー11から

ずっと、26人中12人とか、14人とか、15人とか、

もう半数近いというか、およそ半数の方が、取

組実行計画は議決をしたわけですけれども、詳

細が分からない、理解ができてない、理解がさ

れてないっていうことが事実だということが分

かった。これについては、すごく大きな事実だ

なというふうに思いました。 

  これ、本当に皆様にもこれから御相談してい

きたいなというふうに、御相談の中でやってい

きたいなというふうに思いますが、我々正副と

しては、やはり正副議長の考え方をやはり鑑み

まして、しっかり全員で一歩踏み出して、初め

て議会改革であり、議会運営だというふうに思

っております。 

  つまり、議会運営委員、あるいは一部だけで

進めるのではなく、みんなでなるべく足を一緒

に踏み出すような形を取って、意見を聞きなが

ら、拝聴しながら進めていきたいというのが私

の思いであります。 

  今後の進め方について、正副でちょっといろ

いろ話しました。その正副での考え方について

なんですけれども、今後の進め方については、

ナンバー、順位の１から10番までは、比較的詳

細が分からないということが本当に少なくて、

取り組みやすいのかなというふうに思いますの

で、こちらについては、スケジューリングも考

えながら、今後は優先的に取り組むような形に

していきたいというふうに思います。 

  11番から20番に関しては、まずは詳細が分か

らないということの議員がまずは多いので、し

っかりそこをどういうふうにしていかなければ

ならないのかということを今後皆さんと協議を

しながら、まずは協議をしていきたいというふ

うに思っています。 

  なので、議会運営委員会で勝手に進めるとい

うような形ではなく、11番から20番に関しては、

随時協議にかけまして、議会運営委員会で協議

をして、進められるか、進められないかという

ことも含めて協議をしていきたいというふうに

思います。 

  このような形で進めさせていただいてよろし

いでしょうか。 

〔「はい」「お願いします」と言う人あ

り〕 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  では、次回以降、そのスケジューリングだっ

たり進め方について、しっかり方向づけをして、

皆さんと一緒に歩んでいきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  では、⑷については閉じたいと思いますが、

よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 では、⑸の答弁者の指名の再検討

についてを議題といたします。 

  まず最初に、事務局から説明をお願いいたし

ます。 
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  事務局。 

○長岡議事調査係長 資料のほうを配信させてい

ただきました。 

  答弁者の指名、こちら令和４年の12月定例会

議から試行ということで導入をされました。今

回、１年間が経過するということで、改めて試

行ということで始まった経緯もございますので、

今後の検討が必要かと思いまして、こちら、提

案するものです。 

  内容としましては、２番目の運用の実績とい

うことで、令和２年の12月、お二人の議員のほ

うから、答弁者の指名で質問をしていただいて

おります。 

  そして、３月は星議員、６月の相馬議員と、

そして今回の９月については、実施の方がいら

っしゃらないということでございます。 

  一応資料としては、次のページから、前回こ

の導入に当たってということで、最初に決めた

取組のところを記載してございます。 

  今後１年間、通常、大体16人程度一般質問を

１回の会議でやっていただいている中で、お一

方、お二方といった今後運用というところをど

うしていったらいいのかというところで御議論

いただければと思います。 

  説明は以上となります。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  時間も押しておりますので、ここで再検討に

ついて、このまま継続するのか、あるいは活用

が少なかったことから廃止をするのか、皆さん

にお聞きしたいというふうに思います。 

  活用が少なかったから廃止するのか、あるい

は制度として継続するのであれば、執行部との

調整を綿密に行うことを周知徹底して行うこと、

これが必要なのかなというふうに思います。 

  さらには、執行部との調整が行われない場合

は、答弁者指名を行えないこともしっかり確認

しなければならないのかなというふうに思いま

す。 

  答弁者の指名制度について、このまま活用す

るのか、廃止するのか、いかがでしょうか。 

  星委員、いかがでしょうか。どうぞ。 

○星委員 制度としてつくったので、活用する、

しないは、もう質問する方の判断に任せるとい

うか、なくさなくてもいいのかなと思いました。 

  どっちにするか選べればいいのかなって思い

ます。 

○中里委員長 そのほか。 

  益子委員、どうぞ。 

○益子委員 １年間実施してみてということで、

私はこの答弁者指名というものを実施したこと

はございませんが、ここに挙げられたように、

各議員様、そして皆さんのやっているものを見

て、逆にですね、ここの部分で、これを導入し

たことについて、必要性があって導入されたん

だとは思うんですが、やはりそのやっていた中

で、さらに深掘りができるものなのかっていう

ものと、やはり答弁者を指名したことによって、

議論の深まりが出た部分もあれば、ちょっとそ

こで行き詰ってしまったような課題も見えてき

たのが事実だと思います。 

  そういった中で、制度として、今後の部分で、

廃止とか継続というのではなくて、今後そうい

ったものも含めて、制度はありますけれども、

よりよいものにするために、もうちょっと議論

の場を残しつつ、そういったものの可能性を含

めて検討して行く必要もあるものではないかと

思います。 

  そんな上で、場合によっては、この制度が必

要ないということになれば、廃止ということに

なるんだと思うんですけれども、現段階では、
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ちょっとまだちょっとその部分が弱いのかなと

いうのが正直なところです。 

  ですので、今後、廃止あるいは継続というも

のを、もうちょっとこの深掘りを進めていく必

要が、検証があるんではないかなというのが正

直思っているところです。 

〔「じゃ、今回はまだ決めなくもいい」

と言う人あり〕 

○益子委員 はい。 

○中里委員長 森本委員。 

○森本委員 私はやっぱりこれ、ちょっと使いた

いなと思うときがたまにあって、ちょっと、例

えば例で言うと、高齢福祉のほうで、例えば何

か福祉関係の質問をしている最中に、そこにど

んなデジタル技術を活用できるかってなったと

きに、じゃこのことに関しては、企画部長、ち

ょっと答えてもらいたいんだとか、高齢福祉課

からじゃなくて、企画部から答えてもらいたい

んだというときに、取り入れます、取り入れま

せんしか多分高齢福祉課だと言わないかもしれ

ないけれども、企画のほうに説明すれば、どん

な技術がそこにあって、どんな導入の仕方がで

きるという部分までもし答えてもらえるんだっ

たら、それは専門の企画のほうから答えてもら

ったほうがいいかなって思ったりとか、そうい

うふうなこと、そういうケースを考えると、結

構うちらの質問、何とか横串通したいと思って

いるような、そういう質問って結構多いと思う

んですね。 

  そのときに、頭の表題にあるところだけから

での答弁者を指定だけじゃなくて、そこからち

ょっとつながっているけれども、違う部長に聞

きたいという、答えてもらいたい。その部長の

口から答えてもらいたいというケースを考える

と、この制度っていうのは生きてくるのかなと

思っていて、それがね、そんなケースがあんま

りないんだから、じゃそれは執行部でうまく振

るからいいよというふうなふうにもしかしてや

っていくとなるかもしれないけれども、今の現

段階では、ちょっとその答弁者指定っていうの

は、ちょっと魅力を感じているかなっていう部

分ではあります。 

○中里委員長 基本的には、この答弁者というの

は、指名することというか、答弁する側が、あ

くまでも答弁者は答弁する側で決めるというの

が大前提で、我々がこの人を指名したからとい

って、その方、その部局がその指名に従ってや

らなきゃいけないというわけではないんです。 

  なので、あくまで答弁者指名を行う際には、

制度として継続するんであれば、しっかり執行

部との調整を綿密にする必要があるということ。 

  いきなりプロパーで答弁者だけ何々部長って

書いちゃって、「えっ、聞いてないよ」という

ことでは運用はできませんよ。運用するのであ

れば。 

  しっかりその調整が行われないと、答弁者指

名もできないということは確認しておかなきゃ

ならないところだと思うんです。 

  というのも、答弁者指名制度を使って、今回

あったんですけれども、執行部と全然調整され

てないのにもかかわらず、答弁者指名でもって

されたっていう質問の事例があったようで、執

行部のほうでは結構困ったという事例があった

ようです。 

  ということは… 

〔「伝達してなかったの。実施してない

って言ってそれ出してね、今回実施な

しだよね」と言う人あり〕 

○中里委員長 なので、この使い方、運用の仕方

においては、しっかりそのルールも定めてやら
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ないと、使うことができないのかな。 

〔「いいですか。実施なしなのに、何で

あったのか」「流れで言っちゃったの

か」「だって、それ、実施なしだから、

それは答弁しないでしょう」と言う人

あり〕 

○中里委員長 係長。 

○長岡議事調査係長 今回のケースではなくて、

その前の過去のケースということでのお話で、

ちょっと聞いて。 

〔「今回じゃないんだね」と言う人あ

り〕 

○中里委員長 平山委員、どうぞ。 

○平山委員 結局これ、指名を、逆に言うと、指

名すると、執行部で調整してオーケーとなった

ら、ちゃんとやってくれると。 

  森本委員が言うとおり、自分でやっていて、

指名は、じゃそのとき森本委員だからちゃんと

すると。 

○森本委員 そのつもりですけれども。 

○平山委員 そうですね。 

  それ以外で、しないやつは、じゃどうするん

ですか。しない人は。 

○中里委員長 係長。 

○平山委員 関連した場合。 

○長岡議事調査係長 まずこれ、答弁者の指名と

いうこの制度を導入するに当たっては、書いた

人にしかまず指名できませんよと…… 

○平山委員 そういうことでしょう。 

○長岡議事調査係長 そういうふうにしていった

場合、書いた人ということは、要は再質問まで

考えて、例えばちょっと飛ぶ方にも、あらかじ

めこういう質問をしたいというふうなのがやっ

ぱりつながっていかないと、執行部としてもや

っぱり準備できないですし、あとは質問をして

いる途中で、本当はこの部長さんにも聞きたか

ったというふうなのが委員さんのほうにあって

はやっぱり困るなっていうところで、執行部と

綿密な調整をしましょうというのがこの導入の

段階でのお話合いだったと思います。 

  なので、執行部にとっても、議員さんにとっ

ても、お互いにとって再質問がちゃんとできる

ように調整しましょうというので、綿密なとい

うようなのが導入のスタートとなっています。 

○平山委員 そうだよね。 

〔「いいですか」と言う人あり〕 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 今、事務局に行って、そのちょっと

再質を詰めるのが理解できてなくて、この指名

始まったばっかりのときね。事務局へ持って行

って、「この人には言ってない」と言ったら、

「あっ、じゃあそれ駄目です」って言って受け

付けてもらえないです、事務局では。指名制で。 

  じゃ、しようがない。話をしてないから、じ

ゃ指名制やめますという話になることもあった

んですけれども、結局、事務局通らないんです

よ。 

  だから、ルールを守ってないというのはどう

いうことかよく分からないですけれども、事務

局通らないのにできないんで、やっぱりルール

を守ってやるしかないんで、これ、制度やるん

だったら、徹底はできるんじゃないかなという

ふうに思うんですけれども。 

〔「委員長、ちょっとよろしいですか」

と言う人あり〕 

○中里委員長 議事課長。 

○相馬議事課長 すみません、ちょっと。 

  私、議会の調整会議ということで、その通告

を受けまして、その後会議等に臨むんです。 

  これまでもこういった通告の部分でお受けし
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て、それを私のほうで、私と長岡のほうで通告

を受けて、その場面で、執行部と調整済んでい

るよというふうに聞いて受けた事例もあったん

ですが、しかし、実際に蓋を開けると、執行部

との調整がなされてないという、そうしたケー

スもちょっと過去にはあったんです。 

  執行部側からすると、議会のほうでこういっ

た答弁者の指名の制度をつくって、これでやろ

うということで、議会のほうで指名してやった

にもかかわらず、言葉はあれですけれども、議

員さんたちのほうでルールを破るようなことを

しているんではないかというような、執行部か

らはそんな御意見というか、お話も出ているこ

とは確かなんですよ。 

  だから、私のほうも、通告を受ける際に、ち

ゃんと打合せなされましたか、綿密な打合せさ

れたんでしょうかっていうふうなことは確認は

させていただくんですが、つまりはですね、結

局は、ストーリーとして、第１回目の答弁、そ

の後の再質問において、誰々部長に聞きたいと

いうところまでしっかりとストーリーをつくり

上げて、ああ、じゃこの、先ほどの話だと、企

画部長にも聞けるというようなところまでも確

認をした上で、通告書の一番右側の指名の欄に、

じゃ企画部長というふうに書けるんだというこ

とになってきますので、そこが本当に綿密とい

いますか、しっかりと第１回目、本当にもう、

言っちゃ、あんまり突っ込んで言っちゃあれで

すけれども、再質問とか再々まで想定した上で、

しっかりと打合せをした上で、通告書として整

えて提出していただきたい。 

  申し訳ございません。私も議会調整会議のと

ころで、第１回目、第２回目ということで出て

行くわけなんですが、執行部のほうからいろい

ろ意見も聞いているもんですから、そんなとこ

ろはやっぱりしっかりと打合せをした上で、や

るんであれば、この制度をやるんであれば、本

当にしっかりと伝えていただきたいなという思

いもございます。すみません。 

○中里委員長 議事課長、ありがとうございまし

た。 

  というわけでございまして、やるのであれば、

しっかり、執行部との議論の場なんで、執行部

としっかり調整、調整というものは、我々もし

っかりそのルールを定めて、そのルールに従っ

てやらないと、答弁する側は困ってしまうと。

しっかりそこら辺もやらないと、議論の場にな

らない。質問が成り立たなくなってしまうとい

うことはあるので、１年間運用してみて、こう

いうことが分かったということと、活用する方、

していた方は、１年間で５人ですかね。５名し

かいなかった。こういう中で、今後も継続する

のかどうなのかっていうことですね。 

〔「その今日結論出すの」と言う人あ

り〕 

○中里委員長 結論出せればありがたいなとは思

うんですが。 

  益子委員。 

○益子委員 そういった状況で、今、議事課長の

ほうからも説明あったとおり、議運委員長のほ

うからも綿密な打合せという話がありましたが、

そういった中で運用された中で、この利用され

ている方の議員さんということであれば、今、

前提として、執行部のほうを幾ら我々のほうが

指名したとしても、お答えするのは執行部のほ

うで指名するということであれば、現段階の制

度の中でも、やはりそこはカバーできるんでは

ないかと思いますので、その両方で考えるとな

ると、やはり別にこの制度がなくてもよいので

はないかというふうな結論でございます。 



－31－ 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  そのほかございますか。 

  森本委員、どうぞ。 

○森本委員 まず、議員がうそついちゃっている

というのはどうしようもないからっていうの、

打合せしてきましたって言って通すというのは、

もうこれ、うそついているわけじゃないですか。

もうそれはちゃんと、議長から「めっ」って言

ってもらったほうがいいぐらいの話だなってい

うふうに思っています。 

  うそはつかないのが前提だと思うんですよね。

うそついて、通告書通しましたって言われちゃ

うと、それは制度が悪いんじゃなくて、うそつ

いた議員が悪いんですよね。 

  結局それで、先ほど私が言ったようなケース

の場合とかで、詳しい話をもうちょっと聞きた

いという方向だったりとか、そういうところが、

結局、いや、答弁者は、例えば保健福祉部長が

答えますよっていうふうに言われちゃって、じ

ゃ企画のほうには聞けませんよというふうにな

っちゃうんだったら、制度は一応残したほうの

がいいんじゃないのかなというふうに思ってい

ます。 

  取りあえず制度は残して、もうちょっと様子

見てもいいのかなという気が、本当に残して、

あとまた１年だろうか、半年か分からない。あ

と何回だか分からないんですけれども、様子見

て、それで本当にその制度が生かし切れてない、

議会が生かし切れてないんだったら、そのとき

は、さっきおっしゃったような廃止でもいいか

もしれないけれども、まず議員のほうが多分そ

の制度、この制度について、まだちょっと理解

が浅いのかな。 

  結局、やった、やった、と言えばいいのかな

ぐらいに思っちゃっている人がいるような気が

するんですよ。それを徹底して、ちゃんとルー

ルは守ってやらなきゃいけないんだということ

をまず徹底することのほうが、制度をなくすと

いうことよりも優先じゃないかなって気がする

んですけれども。 

  ルールを、うそついて通告通しましたってい

うのは、ちょっとびっくりだったもんですから、

そう思うんですけれども。 

〔「議事課長からあったように」と言う

人あり〕 

○中里委員長 平山武委員。 

〔「指示に従わなきゃ駄目だよ」と言う

人あり〕 

○平山委員 すみません。 

  議事課長言ったように、執行部もそういうこ

とで、指名制度を入れてやっていいですよと言

って、厚意でこうしてくれたわけですよ。それ

が、結局、使う人もこれしかいない。かといっ

て、使った人で、そういう人がいたと。これ、

中と半端にやるなら、執行部も困っちゃうわけ

ですよ。と思うんでです。 

  どっちかにしらたいいんです。今までのやつ

でやってみて駄目なら、当面。それから、研究

する必要があるかもしれないから、星さんもあ

るように、そうしたら、こうしてこうしてもら

えば。 

  それから、議員間のやつ、森本委員が言った

ように、これ、徹底しないと、その技術だって、

実際議員の中にいるんだから、それに対しては

議会の責任で、執行部はないので、議事課も大

変でしょう、その調整が。そういうことはない

んですか。大丈夫なんですか。その両方立てで

いいんですか。 

  あえて指名しなくても…… 

○中里委員長 議事課長。 
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○相馬議事課長 議事課のうちのほう、通告書を

受けるに当たっては、議員さんのほうのお言葉、

確認をさせていただいてということになります

ので、それ、真意の部分だとは思いますので、

それでお受けをいたしますが、実際問題として、

綿密な打合せがされてなかったとか、そんな話

はやっぱり執行部のほうから聞きますので、そ

こがちょっとやっぱり、あとはやっぱり本当に

これが意義があるのかなというふうなところは、

やっぱり、指名の制度がですね、あれ以降、ち

ょっと私のほうでは言い過ぎちゃうかもしれな

いですけれども、そこまで綿密にやって、第１

回目、再質問なんか、何かもうストーリーつけ

合って、もうシナリオみたくなっちゃうのかな

っていうようなところまで、そんな中、本当に

質問の、言い過ぎちゃいますけれども、質問の

ね、何か舞台をつくっているような、そんな印

象を受けちゃうんですよね。何かそこまでつく

り上げちゃうかっていう…… 

〔「いいですか」と言う人あり〕 

○相馬議事課長 何かどこまで質問の意味がある

のかなっていうようなところが感じるところで

はあるんですね、通告を受けたり何だりして。 

  やっぱり質問、再質問っていうところ、再々

というところまで綿密な打合せをして、答弁者

を書くというところに、何かそんな、お受けし

ているところはちょっと感じるところでもござ

います。 

○中里委員長 森本委員、どうぞ。 

○森本委員 すみません、今、再々までっておっ

しゃっていましたけれども、私、１回使ったん

ですけれども、執行部に行って、いわゆる指名

制度使いますって言って、保健福祉部長と市長、

部長の話を聞くと言ったときに、では、もうこ

のような質問です。内容を聞いたら、「じゃ、

指名して大丈夫ですか」と言ったら、「いいで

すよ」って言われたけれども、そんな再質とか

再々質とかまでは聞かれなかったです。 

  それ、そこまでやらなくても、「ああ、大丈

夫です。指名してください」っていうふうに向

こうから言われて、では「打合せしました」っ

て言いましたけれども、そんなにストーリー全

部つくるまで向こうの執行部は求めてこないで

す。 

〔発言する人あり〕 

○森本委員 うん。 

  普通に、１回目使ったときだって、結局、歯

の、口腔のやつやって、あの当時の鹿野部長か

ら答弁をもらいますね。あと、市長のほうにも

もらいたいから、部長だけじゃなくて、市長の

ほうも指名の中に入れておきますからっていう

話をした。「あっ、大丈夫ですよ」という感じ

で、「じゃ、それでやりましょう」という話ぐ

らいで、そんな再質と再々質とかまで、執行部

はそこまでは求めてはこなかった。 

  「どんな再質が来るんですかね」みたいな感

じで、「このような方向で聞きます」、そのぐ

らいのことは言いましたけれども、そんな完全

なストーリーつくるまでは、私、特に質問のと

きフリートークなんで、シナリオをつくってい

かないんで、そこまで多分やっていたとしても

覚え切れないんで、やってないです。 

  だけれども、それでも執行部は、それで、

「ああ、その方向で質問してもらえるんだった

ら大丈夫です」っていうことだけで受けてくれ

たんです。 

○中里委員長 はい、分かりました。 

  じゃ、この答弁者の指名の再検討についてと

いうことなんですけれども、今回検討をしてい

ただくことについては、１年間の試行というこ
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とで、昨年度の12月定例会議から、令和４年度

の12月定例会議から１年間やりました。 

  今回、１年間という中で、区切りがついたの

で、皆さんに試行の中で、今後継続していくの

か、継続していかないなら廃止をすればいいの

かということで御意見を伺いましたが、今この

場で皆さんの意見も割れているようですので、

まず、まだ、じゃ試行が必要なんだと思うんで

す。今後、再検討するに当たって、どのぐらい

の期間試行を運用するのか、これについて皆さ

んから御意見いただきたいと思います。御議論

いただきたいと思います。 

  益子委員。 

○益子委員 今、議運長のほうからありましたと

おり、令和４年度の12月定例会から行ったとい

うことでありましたが、やはりその１年間やっ

てみて、もう１年間やってみた中で、運用され

る方、そして課題等も見えてきて、それでもや

はりそういった課題が解消されないということ

であったり、場合によっては。現段階で通常の

質問の形態で十分対応可能だということになり

ましたらば、やはりそういった判断を下す時期

が来るのかと思いますので、１年間、もう一度

継続してはどうかと思います。 

○中里委員長 益子委員のほうから、もう１年間

継続、試行運用すればよろしいのではないかと

いう御意見がありましたが、皆さん、いかがで

しょうか。 

  星委員、どうぞ。 

○星委員 同じく、もう１年継続していいと思い

ます。 

  あとは、これを利用した人にちょっと感想を

聞いて、どうだったという分と、あと執行部の

感想とか、今後どっちにしたって決めなきゃい

けないんですよね、１年後には。なので、やっ

ぱり両方どう思っているのかっていうところは、

その場、こういう議論の場でちゃんと出せるよ

うにはしておいたほうがいいのではないかなと

は思います。 

○中里委員長 はい、分かりました。 

〔「あともう一個いいですか、この１個

だけ」と言う人あり〕 

○中里委員長 森本委員、どうぞ。 

○森本委員 さっきちょっと衝撃だったのは、通

告提出するときうそついた人がいたというのは

ちょっと衝撃だったので、そのときには、ちょ

っと議長からちょっと一言注意してもらうぐら

いのことはあってもいいのかなというふうに思

いました。 

〔「自分だったりして」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、まずこの答弁者の指名につ

いては、もう１年間試行運用とします。 

  １年後には、皆さんと改めて結論のほうを出

していきたいというふうに思いますので、よろ

しくお願いしたいというふうに思います。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 それでは、⑸番は閉じまして、⑹

番のほうに協議に移りたいと思います。 

  12月定例会議の議事日程についてを議題とい

たします。 

  まず最初に、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

  係長。 

○長岡議事調査係長 すみません、会議時間が長

くて、配信ができなくなってしまいまして、資

料の060、12月定例会議の議事日程についてです

ね。いいでしょうか、開いていただきまして、

060になります。よろしいでしょうか。 

〔「持っているよ」と言う人あり〕 

○長岡議事調査係長 ありがとうございます。 
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  それでは、一番上、経緯ということで、こち

ら、12月定例会議、今度、次の定例会議のお話

でございます。 

  まず、９月13日なんですけれども、会派代表

者懇談会、市長との懇談会におきまして、新庁

舎の説明、隈研吾氏からの説明ですとか、お話

というものを開きたいと。なおかつ、それをで

すね、どうしても隈研吾氏の予定によりまして、

11月30日、これはちょうど一般質問に当たりま

す。そこでの開催というのをできないでしょう

かというふうな打診をいただきました。 

  同日、その後、会派代表者会議におきまして、

この隈研吾氏の説明を受ける形で、議会の運営

をできるようにというふうなことで検討いただ

きたいといったような諮問をいただいたところ

でございます。 

  検討に当たりまして、まず２番、当初のスケ

ジュールということで、11月27日月曜日、こち

ら、会派代表質問を１日取ってございます。 

  そして、次の火曜日から金曜日までの４日間、

全体としまして５日間のスケジュールのほうが

確保されている状況にあります。 

  米マークの「ただし」というところで、会派

代表質問なんですけれども、現在、もう既に１

回ずつ行っている状況ですので、この会派代表

質問の１日は、実施しなくても、一般質問に充

てられるということになります。 

〔発言する人あり〕 

○長岡議事調査係長 はい。 

  そういうことで、この検討ということで、11

月27日の月曜日も含め、５日間で４人行ったと

しますと、20人の枠がございます。その中で、

さらに11月30日の午前中だけは、この説明会で

休会というか、議会をやめてほしいということ

です。 

  ４番目の議事日程ということで、目標としま

しては、11月30日の説明会を行った上で、一般

質問が行える日程を考えましょうということで

す。 

  ごめんなさい、ちょっと行ったり来たりにな

っちゃいますね。 

  実績として、その上ですね。令和４年の12月

は、18人の質問がございました。さらに、前の

年も18人でございます。ということなので、一

般質問は18人を確保して、11月27日月曜日から

４人ずつ、そして11月30日の午前中は説明会を

しまして、午後１時15分から再開といたしまし

て、一般質問を２名。そして、次の日の金曜日。

この５日間のスケジュールであれば、一般質問

の人数18人を確保した上で、説明会のほうを時

間を確保できるといった案となってございます。 

  このような案ではいかがかと思いまして、説

明は以上となります。 

○中里委員長 説明ありがとうございました。 

  ９月13日、会派代表者懇談会がございまして、

その場でこういった内容が市長のほうから御提

案がございました。 

  会派代表者の中では、ぜひこういった機会あ

ってもいいんじゃないかということがお声がご

ざいましたので、それを前提として、まずは議

会運営に関することですので、決定はあくまで

も議会運営ということで、こういったことの話

合いが行われ、代表者の中では、まあいいんじ

ゃないかということでありました。 

  こういうことを前提としながら、議会、12月

の定例会議の議事日程について、皆さんから意

見をいただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。こういった日程で12月定例会議組んでも

よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○中里委員長 では、このような日程で組ませて

いただきたいというふうに思います。 

  では、⑹については閉じたいと思います。 

  では、続きまして、⑺の委員会審査の場所の

検討についてということで、こちらについては、

説明資料はございません。 

  私のほうからちょっと説明をする前に、今日

は協議をするというよりかは、ちょっと頭出し

だけをさせていただきますので、次回以降、皆

さんと検討していきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  委員会の審査の場所の検討についてというこ

とで、新型コロナウイルスの感染拡大に伴いま

して、委員会審査、議場と303会議室と第４委員

会室の３つで行っております。コロナ感染が拡

大する前とかそれまでは、第１委員会室、第２

委員会室、第４委員会室の３つで行っていたわ

けですけれども、コロナの終息したこともあり

まして、こういうことに伴い、委員会室での審

査に戻してはどうかというふうに正副では考え

ております。 

  このことについて、今日は頭出しをさせてい

ただいて、次回以降、皆さんに意見を出してい

ただいて、この辺どうするのか、どうなのかに

について検討していきたいと思いますんで、よ

ろしくお願いしたいというふうに思います。 

  ⑺については閉じたいと思います。 

  それでは、協議事項のその他に移りたいと思

います。 

  皆さんで協議事項をお持ちの方はいらっしゃ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○中里委員長 事務局ではございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○中里委員長 では、協議事項は閉じたいと思い

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○中里委員長 それでは、大きなその他に移りた

いと思います。 

  次回開催日については、10月19日を予定して

おります。 

  庁舎建設検討特別委員会、こちらの終了後に

今のところは開催を予定しておりますので、お

含みおきいただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

  あと、私のほうからもう一点だけ。 

  前回ですね、前回じゃない。先日行われてい

ました代表者懇談会ですか。代表者会議ですか

ね。そこの中でのお話であったようなんですけ

れども、議長の議事進行の際に、「異議なし」

といったようなことをみんなで異議がない場合

には言うわけなんですけれども、そういうとき

の声がちょっと小さくて、ちょっと議長が進行

しづらいというようなことがありまして、何か

代表者懇談会でちょっと何か話があったようだ

というふうにちょっと聞きましたので、各会派

さんのほうに、議場で「異議なし」、異議ある

場合には当然「異議あり」と言うんですけれど

も、「異議なし」と言う場合には、しっかり

「異議なし」と声を出していただきますように、

改めてよろしくお願いしたいと思います。 

  私もこれから益子委員さんに負けないぐらい

あれしなきゃいけないのかなと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 



－36－ 

◎閉会の宣告 

○中里委員長 それでは、議会運営委員会を閉会

いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ４時１７分 
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